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世田谷の再発見（第２回）　

東京23区内で最後の
元醤油醸造工場
　
かわら版  
・	私たち世田谷区民の防災対策（第２回）
	 ゲリラ豪雨対策
・	プロが教える
	 おさえておきたい撮影のコツ（第5回）
・	職場におけるルールとマナー（Part	8）

・世田谷税務署職員の異動状況
・平成26年度税制改正について
・納税システム（e-Tax）ご利用案内
・同好会メンバー大募集！　
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月 日（曜日） 行　事　名 時　　間 場　　所

９

10（水） 民謡同好会 13：30 ～ 16：00 電設会館４階
11（木） 決算法人説明会 13：30 ～ 16：00 電設会館４階

12（金）
税務記帳相談 10：00 ～ 16：00 法人会会議室

講演会 18：00 ～ 20：00 駒澤大学講堂

28（日）
厚生親睦旅行 上諏訪温泉

29（月）
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８（水） 決算法人説明会 13：30 ～ 16：00 税務署会議室
９（木） 新設法人説明会 13：30 ～ 16：00 電設会館４階
10（金） 税務記帳相談 10：00 ～ 16：00 法人会会議室
18（土）

三茶大道芸 三軒茶屋駅周辺
19（日）

26（日） せたがや産業フェスタ2014 10：00 ～ 16：00 区役所中庭周辺

11

１（土）
楽市楽座 世田谷駅周辺

２（日）

６（木）
決算法人説明会 13：30 ～ 16：00 税務署会議室
会員向け年末調整説明会 13：30 ～ 16：00 しゃれなあど・オリオン

７（金） ボウリング大会 18：00 ～ 21：00 オークラボウル

13（木） 税を考える週間特別講演会 14：00 ～ 15：00 しゃれなあど
14（金） 税務記帳相談 10：00 ～ 16：00 法人会会議室
26（水） 青年部会 35 周年記念式典 18：00 ～ 20：00 京王プラザホテル

世田谷法人会
の

主な行事予定

世田谷法人会
の

主な行事予定

● 表紙イラスト ●

＜キャロットタワーと
東急世田谷線＞

　世田谷区太子堂にある商業施設、及びホール施設併設のオフィスビル。三軒茶屋駅周

辺の再開発事業により1996年に完成した。東急世田谷線に直結、東急田園都市線三軒茶

屋駅にも地下通路で接続されている。周囲に中低層の建物が多い中、レンガ調外壁の一

際目立つ建築物で、周辺のランドマークにもなっている。　　

　名称は公募から選ばれたもので、建設中の外壁の色がにんじん（英語でキャロット）色

に見えたことからその名が付いた。世田谷区内の中学生の命名である。

　現在の世田谷線の区間は、1925年（大正14年）1月18日に三軒茶屋駅～世田谷駅間が玉

川電気鉄道（玉電）の支線として開業したのに始まる。同年5月1日には残りの世田谷駅～

下高井戸駅間が開業した。1938年（昭和13年）3月10日、玉川電気鉄道は東京横浜電鉄（現・

東京急行電鉄）に合併され、玉川線となる。そのため、現在でも玉川電気鉄道の略称、玉

川線の愛称であった「玉電」と呼ばれることがある。

イラスト：土合一夫　題字：鈴木善行（青韻）

キャロットタワー

東急世田谷線
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年間会員獲得第１位　
第２地区　高杉義一 地区長

年間会員獲得第１位　　
第６地区　柴崎守弘 地区長

年間会員獲得第３位　
第１地区　田中邦明 地区長

会員福利厚生感謝状受賞者

来賓祝辞／櫻本敏美
世田谷税務署長

来賓祝辞／保坂展人 
世田谷区長

来賓祝辞／喜名恵子 
世田谷都税事務所長

事業報告／
冨田総務委員長

会計報告／
宇津木財務委員長

会長あいさつ

監査報告／氏神監事・小林監事

会員増強功労感謝状受賞者

第３回 通常総会
◆ 日時／平成24年5月23日

◆ 会場／渋谷エクセルホテル東急「プラネッツ」
◆ 参加者／150名

　初めに、会員増強功労・地区活動推進功労等の表彰状・感謝状の贈呈、師
岡孝会長の挨拶が行われました。その後、師岡孝会長の議長の下、「平成26年
度事業計画の件」、「平成26年度収支予算の件」が報告されました。
　続いて、「平成25年度事業報告承認の件」、「平成25年度決算報告承認の件」
が上程され、承認されました。

　議事終了後、櫻本敏美 世田谷税務署長、喜名 恵子 世田谷都税事務所長、
保坂 展人 世田谷区長の来賓祝辞をいただきました。
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　暮夏の候、公益社団法人世田谷法人会の皆様方には、
益々御隆盛のことと拝察いたし謹んでお慶び申し上げます。
　世田谷法人会の会員の皆様方には、平素から税務行
政の円滑な事務運営に対しまして深い御理解と多大なる
御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　私は、この度の人事異動で東京国税局課税第一部機
動課長から、世田谷税務署長を命ぜられ着任いたしまし
た、梶山でございます。
　前任の櫻本同様、変わらぬ御支援を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
　貴会におかれましては、租税教育や税の啓蒙活動に
熱心に取り組んでおられ、中でも「せたがやふるさと区民
まつり」などの地域イベントでの税金クイズ、小学生を対
象とした「税に関する絵はがきコンクール」など、地域に
密着した活動のほか、様々な事業活動を展開しておられ
ると伺っております。
　また、確定申告期間中には、毎週、広報車で管内を
巡回していただき、署外合同会場の案内並びに申告書
の早期提出を呼びかけていただくなど、確定申告事務に
も多大な御支援を賜っているとも伺っております。
　貴会が、これらの事業活動に熱心に取り組んでおら
れることは、税務行政に携わる私共といたしましても大
変心強く感じるとともに、貴会の御支援に感謝申し上げ
る次第でございます。

署長あいさつ
世田谷税務署長　梶山　清児

　さて、今年の４月１日から消費税の税率が17年ぶりに
引上げとなり、数ヵ月が経過しました。
　皆様の事業におかれましても、影響が大きいことと思
われます。
　国税庁では、ホームページに「特集ページ」を設けて、
改正内容を詳しくお知らせしているほか、適用税率や経
過措置の取扱いにかかる疑問点をＱ＆Ａ方式で解説して
おります。
　なお、当署では、「改正消費税相談コーナー」を設けて
質問、相談に対応させていただいておりますので、是非
ご利用ください。
　次に、国税電子申告・納税システム、「e-Tax」について
ですが、納税者の利便性の向上に取り組むとともに、行
政運営の簡素化・効率化を図るため、その利用促進を最
重要課題として国税庁が全力で取り組んでいるところで
あります。
　皆様には、e-Taxの一層の普及及び定着に向けて更な
るご協力をお願い申し上げます。
　また、世田谷税務署は、現在庁舎建替えのため、仮
庁舎にて執務を行っております。仮庁舎は、東急田園都
市線用賀駅に隣接する「世田谷ビジネススクエアタワー」
の20階と21階でございますので、皆様方には、何かと御
不便をおかけいたしますが、御理解と御協力のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
　結びにあたりまして、公益社団法人世田谷法人会の
益々の御発展と、会員の皆様方の御健勝並びに御事業
の御繁栄を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただ
きます。

※法人会と主に関連のある官職のみ掲載（敬称略）

世田谷税務署　職員の異動状況

官　職　名
新　任　者 前　任　者

氏　名 前　勤　務　先 氏　名 転　出　先　等

署 長 梶 山　 清 児 局　課税一部　機動課長 櫻 本　 敏 美 柏署長

副 署 長（ 総 務 担 当 ） 岩 下　 千 恵 美 税大　総合教育部　教授 石 塚 　 剛 甲府署　副署長

副 署 長（ 法 人 担 当 ） 島 袋 　 伸 沖縄署　総務課長 田 邊　 博 樹 緑署　特別国税調査官（法人）

特 別 国 税 調 査 官 庵 原　 哲 也 留　任 庵 原　 哲 也 留　任

総 務 課 長 柳 沼　 保 治 平塚署　総務課長 飯 坂　 正 春 大森署　副署長

法 人 課 税 第 1 部 門 統 括 官 望 月　 正 人 東金署　法人１部門　統括官 諸 藤　 則 昭 局　調査一部　調査開発課　課長補佐

法 人 課 税 第 ２ 部 門 統 括 官 河 内　 文 雄 留　任 河 内　 文 雄 留　任

法 人 課 税 第 ３ 部 門 統 括 官 須 藤　 和 明 本所署　法人３部門　統括官 竹ノ谷　比呂志 豊島署　法人５部門　統括官

法 人 課 税 第 ４ 部 門 統 括 官 佐 藤　 克 幸 甲府署　法人３部門　統括官 山 田　 信 一 退　職

法 人 課 税 第 ５ 部 門 統 括 官 緒 方　 砂 保 留　任 緒 方　 砂 保 留　任

法人課税第1部門審理担当上席 折 目　 和 之 千葉東署　法人１部門　上席 中 嶋　 隆 浩 東村山署　法人１部門　連絡調整官

法人課税第 1 部門審理担当官 遠 藤　 会 美 平塚署　法人５部門　調査官 野 村　 英 輝 世田谷署　法人４部門　調査官

法人課税第２部門審理担当官 小 玉　 陽 子 京橋署　法人３部門　調査官 岡 登　 雅 規 世田谷署　個人２部門　上席
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これから1年間よろしくお願い申し上げます。

島
し ま

袋
ぶくろ

　 伸
し ん

1 出 身 地　沖縄県南風原町

2 趣 味 等　バスケットボール

                  

3 自己紹介 

　この度の異動で沖縄税務署から参りました。貴会の皆

様方には、日頃から税務行政の運営に対しまして、深

いご理解と格別のご協力をいただいていると聞いており

ます。今後ともより一層のご支援をお願いいたします。

法人担当副署長

望
も ち

月
づ き

　 正
ま さ

人
と

1 出 身 地　山梨県（旧：鰍沢町）

2 趣 味 等　　映画鑑賞、散策

                  

3 自己紹介 

　この度の異動で東金署より参りました。皆様方との出会いを

大切にし、地域を愛する事をモットーに、法人会の事業はも

とより、地域イベントなどを通じて、皆様方と積極的に意見

交換を行っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

法人課税第１統括官

遠
え ん

藤
ど う

　 会
え

美
み

1 出 身 地　山形県

2 趣 味 等　読書

                 

3 自己紹介 

　この度の人事異動で、平塚税務署より転任してまいり

ました。新設・決算の法人説明会でお会いする機会が

あると思います。１年間よろしくお願いしたします。

法人審理官

小
こ

玉
だ ま

　 陽
よ う

子
こ

1 出 身 地　東京都

2 趣 味 等　映画鑑賞

                  

3 自己紹介 

　この度の異動で京橋署から転任して参りました。

　説明会等お目にかかる機会が多いと思います。

　わかりやすい説明を目指して頑張りますので、今年1年

よろしくお願いします。

源泉審理官

河
か わ

内
ち

　 文
ふ み

雄
お

1 出 身 地　鹿児島県西之表市

2 趣 味 等　サッカー観戦

                  

3 自己紹介 

　世田谷署２年目となります。今年も各種の説明会等で

お会いする機会があると思います。１年間よろしくお願

いします。

法人課税第２統括官

折
お り

目
め

　 和
か ず

之
ゆ き

1 出 身 地　北海道

2 趣 味 等　映画鑑賞

                  ドライブ

3 自己紹介 

　世田谷署は１年目です。

 今までの法人会担当の経験を生かして少しでも皆様の

お力になりたいと思います。

　１年間どうぞよろしくお願いします。

法人審理上席
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2014, 37th SETAGAYA SUMMER FESTIVAL

第37回 
せたがや ふるさと区民まつり

　「せたがやふるさと区民まつり」は、８月
２日（土）・３日（日）の２日間、JRA馬事公
苑にて開催されました。昭和53年に第１
回を開催して以来、今回で37回目を迎え
る夏の風物詩として、区民の皆様に定着
してまいりました。
　「みつけよう心のふるさと ひろげよう心
のふるさと」をスローガンにせたがやふる
さと区民まつりは、「ふるさと世田谷」で共
に暮らす人々の連帯感や郷土に対する愛
着心を高めることができればと願っており
ます。
　今年も来場者数約330,000人と大勢の
ご来場で終了しました。
　（公社）世田谷法人会も出店して、猛暑
の中、会員の方々の奮闘で、各種PRと
１億円ダミーとの写真入りうちわは大変好
評でした。
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かわら版

＜保存版＞ 第 2回

●日ごろからの心がけ●
「雨水マス」にブロックや花壇
などの障害物を置かない。
日ごろから清掃しておきましょう。

●土のうを用意しておく●
管轄の土木管理事務所に相談のうえ「土のう」を
準備しておきましょう。ホームセンターでは簡易
土のう（水のう）も販売しています。

●「雨水マス」や「土のう」に関する相談・連絡先●
管　轄 名　　　称 所　在　地 電　話
世田谷 世田谷土木管理事務所 若林 1－ 34－ 2 3424 － 2790
世田谷 北沢土木管理事務所 代田 5－ 19－ 1 5486 － 7010
玉　川 玉川土木管理事務所 中町 4－ 35－ 11 3702 － 4914
砧 砧土木管理事務所 大蔵 4－ 6－ 2 3417 － 9571

烏　山 烏山土木管理事務所 粕谷 4－ 9－ 27 3308 － 8133

　最近のニュースを見ると、各地で台風や集中

豪雨による被害が報道されています。世田谷区

内でも浸水被害が多く発生しています。局地

的な激しい集中豪雨（ゲリラ豪雨）の発生に加

え、水害に弱い半地下の建築物が増加してい

るのが原因です。水害を減らすため、日ごろ

からの備えが大切です。これからゲリラ豪雨

対策を掲載していきます。

浸水被害を
減らしましょう！

ゲリラ豪雨対策 ①
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かわら版

＜保存版＞

広報委員  吉 田　実

世 　 田 　 谷 　 の 　 再 　 発 　 見 第2回

　今回は、広報委員・井元

様より紹介されました祖師谷・

福田様の元醤油醸造工場を

紹介します。

　元醤油醸造工場は、近くに芸能人もたくさん住んでい
る祖師谷の高級住宅地にあり、明治の中頃に、先代が
はじめられ、出来た醤油は、遠くは多摩川付近まで売り
に行っていた。昔は、祖師谷・烏山にかけて醤油醸造工
場が２、３件あった。この工場が東京23区内で最後ま
で残っていたが、昭和46年に廃業された。
　廃業前には、映画「竜馬暗殺」の撮影にも使われた程、
幕末の雰囲気を感じさせる醤油醸造工場でした。　
　現在のご当主が、平成17年に２つの樽を連結させて先
代の供養を兼ねて茶室に作り変えられた。大きい樽は、
直径1.8ｍもあり、中は意外に広く、木の肌触りとぬくもり
を感じる落ち着いた空間に、照明の裸電球が味わいある
雰囲気を出している。広い庭の一角で木々に囲まれて溶
け込んでいる。完成後は、色 な々方が見に来られました。

　80才になられるご当主は、
東京農大（造園科）を卒業後、
醤油醸造ではなく世田谷区
臨時職員を経て東京都公園
緑地部に就職され定年まで
勤められた。当初は東京オ
リンピックの仕事をされたの
ち、庭園・公園・霊園などの

東京23区内で最後の元醤油醸造工場

醤油樽の２連結茶室

管理をされた。定年後は、地元自治会等の活動をされて
いた。大変な石のコレクターで、石の話なら何時間もと
いうほど、石が好きな人で、全国でも有名な石が大小50
種類ほど広い庭に点在している。一番大きい石は、15ト
ンもある多摩川の石にはビックリでした。庭には十五重
の石塔もあり、東日本大震災後に危険ということで十一
重にしている。聞くところによると、古川庭園の中にある
日本庭園とここの２ヶ所にしかないという貴重な石塔で
した。庭には、色々な植物と保存樹木のイチョウ・けや
きや果物もある。本当に素晴らしい広い庭と醤油樽の茶
室を拝見することができました。
　いずれは、世田谷トラストまちづくりで行っている、
土日に庭の開放も考えているとのことでした。地元の子
供達にも開放して石と植物の話をしてあげたいとも言って
おられた。
　最後に、お忙しいところ、色 と々説明して頂きありが
とうございました。茶室の内部 十五重の石塔

ご当主の福田鏡二氏
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— 税金は社会を動かすエネルギー —

広報委員  中 山 聖 琉
かわら版

＜保存版＞

お さ え て お き た い 撮 影 の コ ツ

七五三の撮り方第５回

プロが
教える

　この秋、お子様またはお孫さんが
七五三をお迎えになる皆さま、誠にお
めでとうございます。
　そもそも七五三とは、ここまで無事
に我が子が育ちましたということを神
様に報告するという儀式で、男児は
3 歳と 5 歳、女児は 3 歳と 7 歳に行います。昔は数え年
で祝っていたようですが、現在は満年齢で祝うことが一
般的となっています。
　関東圏では男児は 5 歳のみと思われているようです
が、正式には 3 歳もお祝いします。神様に報告するので
すから、それなりの正装をするということで、男女ともに
着物を着るわけです。特に 3 歳のお参りの時は、お誕
生時のお宮参りの際の着物を縫い直して着用し、男児 5
歳と女児 7 歳で正式な着物を着用します。
　本来は、男女とも 3 歳と 7 歳のお祝いだったといわれ
ております。しかしながら当時の医療技術が未熟であり、
特に男児が 7 歳まで存命できる確率が低かったために、
男児 5 歳の際に神に加護していただくというお祝いがで
き、そこからいわゆる「七五三」という言葉が生まれた
という説があります。（諸説あり）
　さてさて、前置きはさておき、本題の撮影ですが、ここ
で重要な注意！我が子の姿を思う存分に撮りたい気持ち
は分かりますが、神社の本殿に入って、さらに神様に向
けて撮影することはご法度です！我 プ々ロカメラマンでさ
えも、特別なお許しがない限り神様にレンズを向けること

はできません。ですからご祈祷
中は、特にご配慮ください。
　ご祈祷が無事終了し、神社
の境内では基本的に大丈夫と
いう神社がほとんどですので、
自由に気ままに撮影して構わ
ないと思いますが、「型物」と
いう定番写真の撮り方は、年

賀状にも使いたい写真ですので、ここは気合いを入れま
しょう。大半の方は、神社のお賽銭箱の近くに整列して
撮影するようですが、それでは神社全体が写りません。
　カメラのファインダー（画面）を覗いて、まず神社の本
殿全てが写る位置にカメラをセットします。その後、い
い距離感でお子様を手前に立ち位置を決めると、お子様
の全身と本殿全部がいい塩梅で写りこむと思います。ファ
ミリー集合写真もこのアングルで撮影しましょう。この際、
足を揃えることをお忘れなく！（パパやママも）。
　せっかく着物を着ているのですから、女児は特につま
先を内側に揃えてください。男児は肩幅以上に足を広げ
てはいけません。着物の袖や襟元はパシッと形よく、千
歳飴は、言ってみたらオプションになりますので、持ちに
くいようでしたら、無理に持たせなくていいと思います。
　型物さえ撮ればあとは自由にスナップをお楽しみくだ
さい。ヒントとして灯篭の後ろに隠れてもらって、「いな
いいないば～」と声をかけて、顔を出した瞬間にパシャリ！
お賽銭箱のところで手を合わせてごらんといって、その
瞬間をパシャリ！良き日の思い出を、たくさんたくさん残し
てくださいね。
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— みんなでつなぐ納税の輪 —

かわら版

＜保存版＞
広報委員  久 松 徹 雄

職場のルールとマナー
Part ８

　会社の生産性をいかに上げるかを考えるとき、業者・委
託企業をうまく使うのも有効な手段です。慢心や勘違いに
より業者を下請け、奴隷のような使い方をせずマナーをもっ
て接しますと困ったときにきっと助けてくれることでしょう。
　業者だから、年が若いから、身なりが貧しそうだから、
女性だから等の区別をすること自体がマナー不足で、人間
関係について無知といわざるを得ないでしょうし、仕事に
も大きく影響します。

　職場内でも、はたまた業者、お客様に対しても、ため
口で話すケースが増えています。根底には信頼感、親愛
感、同じ目的に向かう一体感、上から目線などがあると
思いますが、会社も異なれば経験や年齢も異なるうえ、
相手の性格も知らずに、過度に馴れ馴れしく、それを自
分のキャラクターと信じているのです。勘違い、過信など
で自分の立場がわからないのでしょう。
　お客様が例えため口を許しても、そのような会社の雰
囲気であってもそれは理由になりません。ため口の間柄
は、いいときは良かったとしても、悪くなると回復できな
いほどの傷が生じるものです。

今回はお客様や取引先に対するマナーについて

考えてみましょう。

　上司に対して「お疲れ様」というのはよくあることです
が、お客様には「ありがとうございました」が通常使用す
べき言葉です。お客様かどうかはっきりしないときでも自
信を持って「ありがとうございました」と言いましょう。
　お客様へのマナーは会社存続の生命線です。しっかり
身につけましょう。

■ 取引先も重要なお客様と思い大切に扱おう

■ 約束した時間は守ること

■ 知らないうちのため口はやめること

　次回からは職場での「働く姿勢を見直そう」というテー
マで進めていきます。職場で働く皆さんのモチベーショ
ンアップに繋がればと思います。

■ お客様に対する言葉づかいに気をつけること

■ 会話は先方の目を見て話すこと

　人が会話をするときのマナーは会話の姿勢を表現する
ということです。そのひとつに話している相手の目を見る
ことがあります。よく、目を疑視するのは却って失礼なの
で相手の首の辺りを見るほうが良いといいますが、見る
場所はやはり目だと思います。目には様々な心理状態が
出てきます。睨みつけるのは失礼なことはもちろんですが、
真剣に思いを伝えるため、目でコミュニケーションを図る
ことが重要であり、必要なマナーです。相手の顔、目を
見ないで話すのはマナー欠如です。

　営業でお得意さんのところへ出かける時も、仮に10時
にアポイントを取っていたら5分前には訪問しましょう。遅
刻なんてもってのほかです。それだけで商談不成立にな
っても文句は言えません。かといって30分も前に行くのは
極端ですし、相手に対して失礼です。いずれにせよ時間
的にも、余裕を持って訪問することを心がけることです。
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最新情報はホームページをどうぞ　URL  http://www.setagaya.or.jp

間 違 い 探 し ク イ ズ

たくさんの
ご応募、
ありがとう
ございました。
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無料 税務記帳
個別指導相談

ご利用ください！
「記帳の仕方がよくわからず困っている」
「税務の取扱いを確認したい」というよう
な時、法人会を思い出してください。法
人会では、毎月専門家により無料相談日
を設けて、会員の皆様のご利用をお待ち
しております。お気軽にどうぞ。

今後の日程
平成26年９月12日、10月10日、11月14日　

予約制

● 相談日：毎月第 2 金曜日
　　　　　 （ただし祝祭日は休みます）
● 時　間：（1 時間）
 10：00　11：00　13：00　14：00　15：00
● 場　所：世田谷区若林 1-15-10
 電設会館 3 階（事務局会議室）
● 指　導：東京税理士会
 世田谷支部所属  税理士
● 問い合わせ・予約：
 世田谷法人会事務局
 TEL 03（3410）1425

正解者のなかから５名様に「2,000円の
クオカード」をプレゼントします。
◆応募要項
同封のFAX応募用紙にご記入の上、FAX
してください。
◆送り先　
世田谷法人会　間違い探しクイズ係
FAX  03（3421）4226
◆締切り
平成26年９月30日（火）
たくさんのご応募、お待ちしております。

間違い全部で５個所あります。
さあ探してください！

【講師】
木村昌平（きむら しょうへい）


